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人 事 委 規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 五 日  

                三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

第 一 章 ・ 第 二 章  （ 略 ）  第 一 章 ・ 第 二 章  （ 略 ）  

第 三 章  削 除  第 三 章  級 別 資 格 基 準 （ 第 五 条 ― 第 十 条 ）  

第 四 章 ～ 第 十 章  （ 略 ）  第 四 章 ～ 第 十 章  （ 略 ）  

附 則  附 則  

（ 用 語 の 定 義 ）  （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 に つ

い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 に つ

い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  経 験 年 数  職 員 が 職 員 と し て 同 種 の 職 務 に 在 職 し

た 年 数 （ 第 七 条 の 規 定 に よ り そ の 年 数 に 換 算 さ れ た

年 数 を 含 む 。 ） を い う 。  

 二  必 要 経 験 年 数  職 員 の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に

必 要 な 経 験 年 数 を い う 。  

 三  在 級 年 数  職 員 が 同 一 の 職 務 の 級 に 引 き 続 き 在 職

し た 年 数 を い う 。  

 四  必 要 在 級 年 数  職 員 の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に

必 要 な 一 級 下 位 の 職 務 の 級 に お け る 在 級 年 数 を い

う 。  

 一 ～ 六  （ 略 ）   五 ～ 十  （ 略 ）  

  第 三 章  削 除  第 三 章  級 別 資 格 基 準  

 （ 級 別 資 格 基 準 表 ）  

第 五 条 か ら 第 十 条 ま で  削 除  第 五 条  職 員 の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に 必 要 な 資 格

は 、 こ の 規 則 に お い て 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 級 別 資

格 基 準 表 （ 別 表 第 二 ） に 定 め る と お り と す る 。 た だ し 、

民 間 企 業 等 職 務 経 験 者 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職 員 と な

つ た 者 の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に 必 要 な 資 格 は 、 任

命 権 者 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 。  

 （ 級 別 資 格 基 準 表 の 適 用 方 法 ）  

 第 六 条  級 別 資 格 基 準 表 は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表

の 別 に 応 じ 、 か つ 、 職 種 欄 の 区 分 又 は 試 験 欄 の 区 分 及

び 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 に 応 じ て 適 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 そ れ ぞ れ の 区 分 に 対 応 す る 同 表 の 職 務 の 級 欄

に 定 め る 上 段 の 数 字 は 当 該 職 務 の 級 に 決 定 す る た め の

必 要 在 級 年 数 を 、 下 段 の 数 字 は 、 当 該 職 務 の 級 に 決 定

す る た め の 必 要 経 験 年 数 を 示 す 。  
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 ２  級 別 資 格 基 準 表 の 試 験 欄 の 「 採 用 試 験 」 の 区 分 は 次

に 掲 げ る 職 員 に 適 用 し 、 同 欄 の 「 そ の 他 」 の 区 分 は そ

の 他 の 職 員 に 適 用 す る 。 た だ し 、 同 表 に 別 段 の 定 め が

あ る 場 合 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  採 用 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職 員 と な つ た 者  

  二  特 殊 の 知 識 を 必 要 と し 、 か つ 、 そ の 職 務 の 複 雑 、

困 難 及 び 責 任 の 程 度 が 採 用 試 験 の 行 わ れ る 職 と 同 等

と 認 め ら れ る 職 に 任 用 さ れ た 職 員 で 、 前 号 に 掲 げ る

職 員 に 準 じ て 取 り 扱 う こ と に つ い て あ ら か じ め 人 事

委 員 会 の 承 認 を 得 た も の  

 ３  級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 は 、 職 員 の 有

す る 最 も 新 し い 学 歴 免 許 等 の 資 格 に 応 じ て 適 用 す る も

の と し 、 当 該 学 歴 免 許 等 欄 の 学 歴 免 許 等 の 区 分 に 属 す

る 学 歴 免 許 等 の 資 格 に つ い て は 、 同 表 に お い て 別 に 定

め る 場 合 を 除 き 、 学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表 （ 別 表 第 三 ）

に 定 め る と こ ろ に よ る 。 た だ し 、 職 員 の 有 す る 最 も 新

し い 学 歴 免 許 等 の 資 格 以 外 の 資 格 に よ る こ と が そ の 者

に 有 利 で あ る 場 合 に は 、 そ の 資 格 に 応 じ た 区 分 に よ る

こ と が で き る 。  

 ４  前 項 の 場 合 に お い て 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 級 別 資 格

基 準 表 の 職 種 欄 の 区 分 又 は 試 験 欄 の 区 分 に 対 応 す る 学

歴 免 許 等 欄 の 最 も 低 い 学 歴 免 許 等 の 区 分 よ り も 下 位 の

区 分 に 属 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 の み を 有 す る 職 員 に 対

す る 同 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 最 も

低 い 学 歴 免 許 等 の 区 分 に よ る 。  

  （ 経 験 年 数 の 起 算 及 び 換 算 ）  

 第 七 条  級 別 資 格 基 準 表 を 適 用 す る 場 合 に お け る 職 員 の

経 験 年 数 は 、 同 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 の 適 用 に 当 た

つ て 用 い る そ の 者 の 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得 し た 時 以

後 の 経 験 年 数 に よ る 。  

 ２  級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 の 適 用 に 当 た

つ て 用 い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得 し た 時 以 後 の 職 員

の 経 歴 の う ち 、 職 員 と し て 同 種 の 職 務 に 在 職 し た 年 数

以 外 の 年 数 に つ い て は 、 経 験 年 数 換 算 表 （ 別 表 第 四 ）

に 定 め る と こ ろ に よ り 職 員 と し て 同 種 の 職 務 に 在 職 し

た 年 数 に 換 算 す る こ と が で き る 。  

 （ 経 験 年 数 の 調 整 ）  

 第 八 条  職 員 に 適 用 さ れ る 級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴 免 許 等

欄 の 区 分 に 対 し て 修 学 年 数 調 整 表 （ 別 表 第 五 ） に 加 え

る 年 数 又 は 減 ず る 年 数 が 定 め ら れ て い る 学 歴 免 許 等 の

資 格 を 有 す る 者 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に よ る そ の 者

の 経 験 年 数 に そ の 年 数 を 加 減 し た 年 数 を も つ て 、 そ の

者 の 経 験 年 数 と す る 。  

 （ 経 験 年 数 の 取 扱 い の 特 例 ）  

 第 九 条  級 別 資 格 基 準 表 の 備 考 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合

に お け る 経 験 年 数 の 取 扱 い に つ い て は 、 前 二 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 特 定 の 職 員 の 在 級 年 数 の 取 扱 い ）  

 第 十 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 級 別 資 格 基 準 表 を 適 用

す る 場 合 に お け る 在 級 年 数 に つ い て は 、 当 該 各 号 に 定
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め る 期 間 を そ の 職 務 の 級 の 在 級 年 数 と し て 取 り 扱 う こ

と が で き る 。  

  一  第 十 七 条 又 は 第 十 八 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 職 員     

部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 考 慮 し て 定 め る 期 間  

  二  第 二 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す

る 異 動 を し た 職 員  部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 及 び そ

の 者 の 従 前 の 勤 務 成 績 を 考 慮 し て 定 め る 期 間  

（ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 ）  （ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 ）  

第 十 一 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 は 、 そ の 者

の 能 力 等 を 考 慮 し 、 そ の 職 務 に 応 じ て 決 定 す る も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級

に あ つ て は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 る も の

と す る 。  

第 十 一 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 は 、 そ の 職

務 に 応 じ 、 か つ 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 決 定 す る も

の と す る 。  

一  行 政 職 給 料 表 の 職 務 の 級 六 級 、 七 級 、 八 級 、 九 級

及 び 十 級  

一  次 に 掲 げ る 職 務 の 級 に あ つ て は 、 あ ら か じ め 人 事

委 員 会 の 承 認 を 得 る こ と 。  

   イ  行 政 職 給 料 表 の 職 務 の 級 六 級 、 七 級 、 八 級 、 九

級 及 び 十 級  

 ロ  公 安 職 給 料 表 の 職 務 の 級 六 級 、 七 級 、 八 級 及 び

九 級  

 ハ  研 究 職 給 料 表 の 職 務 の 級 五 級  

   ニ  （
）

医 療 職 給 料 表 一 の 職 務 の 級 三 級 及 び 四 級  

   ホ  （
）

医 療 職 給 料 表 二 の 職 務 の 級 六 級  

   ヘ  （
）

医 療 職 給 料 表 三 の 職 務 の 級 六 級  

二  公 安 職 給 料 表 の 職 務 の 級 六 級 、 七 級 、 八 級 及 び 九                  

 級  

二  前 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 以 外 の 職 務 の 級 に あ つ て

は 、 そ の 職 務 の 級 に つ い て 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る

資 格 を 有 し て い る こ と 。  

三  研 究 職 給 料 表 の 職 務 の 級 五 級   

 四  （
）

医 療 職 給 料 表 一 の 職 務 の 級 三 級 及 び 四 級   

 五  （
）

医 療 職 給 料 表 二 の 職 務 の 級 六 級   

六  （
）

医 療 職 給 料 表 三 の 職 務 の 級 六 級   

 ２  第 十 七 条 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 者 か ら 職 員 と な つ

た 者 又 は 第 十 八 条 第 一 号 若 し く は 第 二 号 に 規 定 す る 職

に 採 用 さ れ た 者 に 前 項 第 二 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に

お い て 、 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め

ら れ 、 か つ 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 た と き

は 、 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る 必 要 経 験 年 数 に 百 分 の 八

十 以 上 百 分 の 百 未 満 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 年 数 を も つ

て 、 同 表 の 必 要 経 験 年 数 と す る こ と が で き る 。  

（ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 号 給 ）   （ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 号 給 ）  

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２  初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 に 掲 げ る 学 歴 免 許 等 の

区 分 （ 同 欄 に 学 歴 免 許 等 の 資 格 が 掲 げ ら れ て い る 場 合

に あ つ て は 、 当 該 学 歴 免 許 等 の 資 格 の 属 す る 学 歴 免 許

等 資 格 区 分 表 （ 別 表 第 三 ） の 学 歴 区 分 欄 に 掲 げ る 学 歴

免 許 等 の 区 分 と し 、 初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 に 学

歴 免 許 等 の 区 分 又 は 学 歴 免 許 等 の 資 格 の い ず れ も が 掲

げ ら れ て い な い 場 合 に あ つ て は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る

学 歴 免 許 等 の 区 分 と す る 。 ） を 超 え る 学 歴 免 許 等 の 資

格 又 は 経 験 年 数 を 有 す る 職 員 の 号 給 に つ い て は 、 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 十 四 条 か ら 第 十 九 条 ま で に 定
２  職 務 の 級 の 最 低 限 度 の 資 格 を 超 え る 学 歴 免 許 等 の 資

格 又 は 経 験 年 数 を 有 す る 職 員 の 号 給 に つ い て は 、 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 十 四 条 か ら 第 十 九 条 ま で に 定

め る と こ ろ に よ り 、 初 任 給 基 準 表 に 定 め る 号 給 を 調 整

し 、 又 は そ の 者 の 号 給 を 前 項 の 規 定 に よ る 号 給 よ り 上

位 の 号 給 と す る こ と が で き る 。  
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め る と こ ろ に よ り 、 初 任 給 基 準 表 に 定 め る 号 給 を 調 整

し 、 又 は そ の 者 の 号 給 を 前 項 の 規 定 に よ る 号 給 よ り 上

位 の 号 給 と す る こ と が で き る 。  

 （ 初 任 給 基 準 表 の 適 用 方 法 ）   （ 初 任 給 基 準 表 の 適 用 方 法 ）  

第 十 三 条  （ 略 ）  第 十 三 条  （ 略 ）  

２  初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 「 採 用 試 験 」 の 区 分 は 次 に

掲 げ る 職 員 に 適 用 し 、 同 欄 の 「 そ の 他 」 の 区 分 は そ の

他 の 職 員 に 適 用 す る 。 た だ し 、 初 任 給 基 準 表 に 別 段 の

定 め が あ る 場 合 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 区 分 の 適 用 に つ い て は 、 第

六 条 第 二 項 の 規 定 の 例 に よ る も の と し 、 同 表 の 学 歴 免

許 等 欄 の 区 分 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 に お い て 別 に 定

め る 場 合 を 除 き 、 学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表 に 定 め る 区 分

に よ る も の と す る 。  

一  採 用 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職 員 と な つ た 者   

 二  特 殊 の 知 識 を 必 要 と し 、 か つ 、 そ の 職 務 の 複 雑 、

困 難 及 び 責 任 の 程 度 が 採 用 試 験 の 行 わ れ る 職 と 同 等  

と 認 め ら れ る 職 に 任 用 さ れ た 職 員 で 、 前 号 に 掲 げ る

職 員 に 準 じ て 取 り 扱 う こ と に つ い て あ ら か じ め 人 事

委 員 会 の 承 認 を 得 た も の  

 

３  初 任 給 基 準 表 （ 試 験 欄 の 区 分 の 定 め の あ る も の に 限

る 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 者

が 有 す る 知 識 経 験 、 学 歴 免 許 等 の 資 格 等 に 照 ら し て 、

採 用 試 験 の う ち い ず れ か の 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職 員

と な つ た 者 に 相 当 す る と 認 め ら れ る 者 に つ い て は 、 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 欄 の 「 採 用 試 験 」 の 区 分 の

う ち 当 該 試 験 に 対 応 す る 区 分 を 適 用 す る も の と す る 。  

 

４  初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 の 適 用 に つ い て

は 、 初 任 給 基 準 表 に お い て 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 学

歴 免 許 等 資 格 区 分 表 に 定 め る 区 分 に よ る も の と す る 。  

 

（ 学 歴 免 許 等 の 資 格 に よ る 号 給 の 調 整 ）  （ 学 歴 免 許 等 の 資 格 に よ る 号 給 の 調 整 ）  

第 十 四 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 者 に 適 用

さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 学 歴 免 許 等 の 区

分 に 対 し て 修 学 年 数 調 整 表 （ 別 表 第 五 ） に 加 え る 年 数

が 定 め ら れ て い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 有 す る 者 に 対 す

る 初 任 給 基 準 表 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ

る 同 表 の 初 任 給 欄 に 定 め る 号 給 の 号 数 に そ の 加 え る 年

数 （ 一 年 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た

年 数 ） の 数 に 四 を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数

と す る 号 給 を も つ て 、 同 欄 の 号 給 と す る 。  

第 十 四 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 者 に 適 用

さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 学 歴 免 許 等 の 区

分 に 対 し て 修 学 年 数 調 整 表 に 加 え る 年 数 が 定 め ら れ て

い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 有 す る 者 に 対 す る 初 任 給 基 準

表 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 同 表 の 初 任

給 欄 に 定 め る 号 給 の 号 数 に そ の 加 え る 年 数 （ 一 年 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 年 数 ） の 数 に

四 を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数 と す る 号 給 を

も つ て 、 同 欄 の 号 給 と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 （ 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 ）   （ 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 ）  

第 十 五 条  新 た に 職 員 と な つ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 （ 職

務 の 級 を 第 十 一 条 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た

者 を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 各 号 に 定 め る 経 験 年 数 を 有

す る 者 の 号 給 は 、 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 号 給 （ 前

条 の 規 定 に よ る 号 給 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基

準 号 給 」 と い う 。 ） の 号 数 に 、 当 該 経 験 年 数 の 月 数 を

十 二 月 （ そ の 者 の 経 験 年 数 の う ち 五 年 を 超 え る 経 験 年

数 （ 職 員 の 職 務 に そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら れ る

職 務 で あ つ て 人 事 委 員 会 の 定 め る も の に 従 事 し た 期 間

の あ る 職 員 の 経 験 年 数 の う ち 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡

を 考 慮 し て 任 命 権 者 が 相 当 と 認 め る 年 数 を 除 く 。 ） の

月 数 に あ つ て は 、 十 八 月 ） で 除 し た 数 （ 一 未 満 の 端 数
第 十 五 条  新 た に 職 員 と な つ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 （ 職

務 の 級 を 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決

定 さ れ た 者 を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 各 号 に 定 め る 経 験

年 数 を 有 す る 者 の 号 給 は 、 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 号 給 （ 前 条 の 規 定 に よ る 号 給 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に

お い て 「 基 準 号 給 」 と い う 。 ） の 号 数 に 、 当 該 経 験 年

数 の 月 数 を 十 二 月 （ そ の 者 の 経 験 年 数 の う ち 五 年 を 超

え る 経 験 年 数 （ 第 四 号 に 掲 げ る 者 で 必 要 経 験 年 数 が 五

年 以 上 の 年 数 と さ れ て い る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た も の

に あ つ て は 同 号 に 定 め る 経 験 年 数 と し 、 職 員 の 職 務 に

そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら れ る 職 務 で あ つ て 人 事

委 員 会 の 定 め る も の に 従 事 し た 期 間 の あ る 職 員 の 経 験
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が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 数 ） に 四 （ 新 た に 職

員 と な つ た 者 が 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 特 定 職 員 （ 行 政

職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以

上 で あ る も の 及 び 第 三 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 職 員 （ 以

下 「 行 政 職 給 料 表 八 級 以 上 職 員 等 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ）

で あ る と き は 三 、 行 政 職 給 料 表 八 級 以 上 職 員 等 で あ る

と き は 零 ） を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数 と す

る 号 給 と す る こ と が で き る 。  

年 数 の う ち 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 考 慮 し て 任 命 権

者 が 相 当 と 認 め る 年 数 を 除 く 。 ） の 月 数 に あ つ て は 、

十 八 月 ） で 除 し た 数 （ 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ

れ を 切 り 捨 て た 数 ） に 四 （ 新 た に 職 員 と な つ た 者 が 第

三 十 五 条 に 規 定 す る 特 定 職 員 （ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 及 び

第 三 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 職 員 （ 以 下 「 行 政 職 給 料 表

八 級 以 上 職 員 等 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） で あ る と き は

三 、 行 政 職 給 料 表 八 級 以 上 職 員 等 で あ る と き は 零 ） を

乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数 と す る 号 給 と す る

こ と が で き る 。  

一  第 十 三 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 任 用

の 基 礎 と な つ た 試 験 に 合 格 し た 時 以 後 の 経 験 年 数 又

は そ の 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 「 採

用 試 験 」 の 区 分 に 応 じ 、 「 Ａ 試 験 」 に あ つ て は 「 大

学 卒 」 の 区 分 、 「 Ｂ 試 験 」 に あ つ て は 「 短 大 卒 」 の

区 分 、 「 Ｃ 試 験 」 又 は 「 警 察 官 採 用 試 験 」 に あ つ て

は 「 高 校 卒 」 の 区 分 に 属 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 （ 前

条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の

適 用 に 際 し て 用 い ら れ る 学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得

し た 時 以 後 の 経 験 年 数  

一  第 六 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 任 用 の

基 礎 と な つ た 試 験 に 合 格 し た 時 以 後 の 経 験 年 数 又 は

そ の 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 「 採 用

試 験 」 の 区 分 に 応 じ 、 「 Ａ 試 験 」 に あ つ て は 「 大 学

卒 」 の 区 分 、 「 Ｂ 試 験 」 に あ つ て は 「 短 大 卒 」 の 区

分 、 「 Ｃ 試 験 」 又 は 「 警 察 官 採 用 試 験 」 に あ つ て は

「 高 校 卒 」 の 区 分 に 属 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 （ 前 条

第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 適

用 に 際 し て 用 い ら れ る 学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得 し

た 時 以 後 の 経 験 年 数  

二  第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 職 務

に 有 用 な 免 許 そ の 他 の 資 格 （ 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適

用 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 適 用 に 際 し て 用 い ら

れ る 学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得 し た 時 以 後 の 経 験 年

数  

 二  第 六 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 職 務 に

有 用 な 免 許 そ の 他 の 資 格 （ 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 適 用 に 際 し て 用 い ら れ

る 学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得 し た 時 以 後 の 経 験 年 数  

 三  （ 略 ）   三  （ 略 ）  

 四  第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 者 以 外 の 者 で 基 準 号

給 が 職 務 の 級 の 最 低 の 号 給 （ 初 任 給 基 準 表 に 掲 げ ら

れ て い る 場 合 の 最 低 の 号 給 を 除 く 。 ） で あ る も の  人

事 委 員 会 の 定 め る 経 験 年 数  

 四  第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 者 以 外 の 者 で 基 準 号

給 が 職 務 の 級 の 最 低 の 号 給 （ 初 任 給 基 準 表 に 掲 げ ら

れ て い る 場 合 の 最 低 の 号 給 を 除 く 。 ） で あ る も の  級

別 資 格 基 準 表 に 定 め る そ の 職 務 の 級 に つ い て の 必 要

経 験 年 数 を 超 え る 経 験 年 数  

 ２  前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お け る 職 員 の 経 験 年 数

の 取 扱 い に つ い て は 、 同 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 七

条 か ら 第 九 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

２  新 た に 職 員 と な つ た 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 の 決

定 に つ い て 、 前 項 の 規 定 に よ る 場 合 に は 他 の 職 員 と の

均 衡 を 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

か わ ら ず 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 別 に 定

め る こ と が で き る 。  

３  新 た に 職 員 と な つ た 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 の 決

定 に つ い て 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 場 合 に は 他 の 職 員 と

の 均 衡 を 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に

か か わ ら ず 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 別 に

定 め る こ と が で き る 。  

（ 経 験 年 数 ）   

第 十 五 条 の 二  第 十 二 条 第 二 項 及 び 前 条 に 規 定 す る 経 験

年 数 （ 以 下 「 経 験 年 数 」 と い う 。 ） は 、 新 た に 職 員 と

な つ た 者 の 有 す る 最 も 新 し い 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得

し た 時 （ 当 該 資 格 以 外 の 資 格 に よ る こ と が 、 そ の 者 に

有 利 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 資 格 を 取 得 し た 時 ）

以 後 の 年 数 を 経 験 年 数 換 算 表 （ 別 表 第 四 ） に 定 め る と

こ ろ に よ り 換 算 し て 得 ら れ る 年 数 と す る 。  

 

２  新 た に 職 員 と な つ た 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の

学 歴 免 許 等 欄 に 掲 げ る 学 歴 免 許 等 の 区 分 （ 同 欄 に 学 歴
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免 許 等 の 資 格 が 掲 げ ら れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 当 該

学 歴 免 許 等 の 資 格 の 属 す る 学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表 の 学

歴 区 分 欄 に 掲 げ る 学 歴 免 許 等 の 区 分 と し 、 初 任 給 基 準

表 の 学 歴 免 許 等 欄 に 学 歴 免 許 等 の 区 分 又 は 学 歴 免 許 等

の 資 格 の い ず れ も が 掲 げ ら れ て い な い 場 合 に あ つ て

は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 学 歴 免 許 等 の 区 分 と す る 。 ）

に 対 し て 修 学 年 数 調 整 表 に 加 え る 年 数 又 は 減 ず る 年 数

が 定 め ら れ て い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 （ 前 項 の 規 定 の 適

用 に 際 し て 用 い ら れ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 者 に つ

い て は 、 同 項 の 規 定 に よ る そ の 者 の 経 験 年 数 に そ の 年

数 を 加 減 し た 年 数 を も つ て 、 そ の 者 の 経 験 年 数 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 学 歴 免 許 等 の 区 分 及 び 当

該 学 歴 免 許 等 の 区 分 に 属 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 に つ い

て は 、 初 任 給 基 準 表 に お い て 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、

学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  初 任 給 基 準 表 の 備 考 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 に お け

る 経 験 年 数 の 取 扱 い に つ い て は 、 前 二 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 （ 下 位 の 区 分 を 適 用 す る 方 が 有 利 な 場 合 の 号 給 ）  （ 下 位 の 区 分 を 適 用 す る 方 が 有 利 な 場 合 の 号 給 ）  

第 十 六 条  第 十 四 条 又 は 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 号 給 が 、

そ の 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 区 分 よ り

初 任 給 欄 の 号 給 が 下 位 で あ る 試 験 欄 の 区 分 （ 「 そ の 他 」

の 区 分 を 含 む 。 ） を 用 い 、 又 は そ の 者 の 有 す る 学 歴 免

許 等 の 資 格 の う ち の 下 位 の 資 格 の み を 有 す る も の と し

て こ れ ら の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 得 ら れ る 号 給 に 達 し

な い 職 員 に つ い て は 、 当 該 下 位 の 区 分 を 用 い 又 は 当 該

下 位 の 資 格 の み を 有 す る も の と し て こ れ ら の 規 定 を 適

用 し た 場 合 に 得 ら れ る 号 給 を も つ て 、 そ の 者 の 号 給 と

す る こ と が で き る 。  

第 十 六 条  前 二 条 の 規 定 に よ る 号 給 が 、 そ の 者 に 適 用 さ

れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 区 分 よ り 初 任 給 欄 の 号 給

が 下 位 で あ る 試 験 欄 の 区 分 （ 「 そ の 他 」 の 区 分 を 含 む 。 ）

を 用 い 、 又 は そ の 者 の 有 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 の う ち

の 下 位 の 資 格 の み を 有 す る も の と し て こ れ ら の 規 定 を

適 用 し た 場 合 に 得 ら れ る 号 給 に 達 し な い 職 員 に つ い て

は 、 当 該 下 位 の 区 分 を 用 い 又 は 当 該 下 位 の 資 格 の み を

有 す る も の と し て こ れ ら の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 得 ら

れ る 号 給 を も つ て 、 そ の 者 の 号 給 と す る こ と が で き る 。 

 （ 人 事 交 流 等 に よ り 異 動 し た 場 合 の 号 給 ）  （ 人 事 交 流 等 に よ り 異 動 し た 場 合 の 号 給 ）  

第 十 七 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引

き 続 い て 職 員 と な つ た 者 の 号 給 に つ い て 、 第 十 五 条 又

は 前 条 の 規 定 に よ る 場 合 に は 著 し く 部 内 の 他 の 職 員 と

の 均 衡 を 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に

か か わ ら ず 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

第 十 七 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引

き 続 い て 職 員 と な つ た 者 の 号 給 に つ い て 、 前 二 条 の 規

定 に よ る 場 合 に は 著 し く 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 失

す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、

そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 十 一  （ 略 ）   一 ～ 十 一  （ 略 ）  

 （ 特 定 の 職 員 に つ い て の 号 給 ）  （ 特 定 の 職 員 に つ い て の 号 給 ）  

第 十 九 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 職 務 の 級

を 第 十 一 条 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た 者 に つ

い て 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ

る と き は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 第 十

五 条 及 び 前 三 条 の 規 定 に 準 じ て そ の 者 の 号 給 を 決 定 す

る こ と が で き る 。  

第 十 九 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 職 務 の 級

を 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ

た 者 に つ い て 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と

認 め ら れ る と き は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得

て 、 第 十 五 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に 準 じ て そ の 者 の 号

給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

（ 昇 格 ）  （ 昇 格 ）  

第 二 十 条  職 員 を 昇 格 さ せ る 場 合 に は 、 そ の 職 務 に 応 じ 、

か つ 、 そ の 者 の 勤 務 成 績 に 従 い 、 そ の 者 の 属 す る 職 務

の 級 を 決 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十

一 条 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 へ の 昇 格 に つ い て は 、 あ ら

か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

第 二 十 条  職 員 を 昇 格 さ せ る 場 合 に は 、 そ の 職 務 に 応 じ 、

か つ 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 者 の 属 す る 職 務

の 級 を 一 級 上 位 の 職 務 の 級 に 決 定 す る も の と す る 。  

  一  第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 へ の 昇 格
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に つ い て は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 る こ

と 。  

  二  前 号 に 規 定 す る 職 務 の 級 以 外 の 職 務 の 級 へ の 昇 格

に つ い て は 、 そ の 職 務 の 級 に つ い て 級 別 資 格 基 準 表

に 定 め る 必 要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 を 有 し て い

る こ と 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 ３  勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 職 員 に 対 す る 第 一 項 第 二

号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る

必 要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 に 百 分 の 八 十 以 上 百 分

の 百 未 満 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 年 数 を も つ て 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 必 要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 と す る こ と が で

き る 。  

 ４  第 一 項 の 規 定 に よ る 昇 格 は 、 現 に 属 す る 職 務 の 級 に

在 級 す る 年 数 が 一 年 に 満 た な い 職 員 に つ い て は 行 う こ

と が で き な い 。 た だ し 、 職 務 の 特 殊 性 等 に よ り そ の 在

級 す る 年 数 が 一 年 に 満 た な い 者 を 特 に 昇 格 さ せ る 必 要

が あ る 場 合 で あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 た と き

は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 上 位 資 格 の 取 得 等 に よ る 昇 格 ）  （ 上 位 資 格 の 取 得 等 に よ る 昇 格 ）  

第 二 十 一 条  職 員 が 第 十 三 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る こ と と な り 、 又 は 異 な る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取

得 し た 等 の 結 果 、 上 位 の 職 務 の 級 に 決 定 さ れ る 資 格 を

有 す る に 至 つ た 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

そ の 資 格 に 応 じ た 職 務 の 級 に 昇 格 さ せ る こ と が で き

る 。  

第 二 十 一 条  職 員 が 第 六 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る こ と と な り 、 又 は 級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄

の 区 分 を 異 に す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得 し 、 若 し く

は 同 表 に 異 な る 資 格 基 準 の 定 め の あ る 職 種 欄 の 区 分 若

し く は 試 験 欄 の 区 分 の 適 用 を 受 け る こ と と な つ た 等 の

結 果 、 上 位 の 職 務 の 級 に 決 定 さ れ る 資 格 を 有 す る に 至

つ た 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 資 格 に

応 じ た 職 務 の 級 に 昇 格 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 特 別 の 場 合 の 昇 格 ）   （ 特 別 の 場 合 の 昇 格 ）  

第 二 十 二 条  外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る

職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例

第 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ た 職 員 （ 以

下 「 派 遣 職 員 」 と い う 。 ） 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の

職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

派 遣 さ れ た 職 員 が 職 務 に 復 帰 し た 場 合 又 は 人 事 委 員 会

が 定 め る こ れ に 準 ず る 場 合 に お い て 、 部 内 の 他 の 職 員

と の 均 衡 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 第 二

十 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 職 務 に 応 じ た 職 務 の 級

に 昇 格 さ せ る こ と が で き る 。  

第 二 十 二 条  外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る

職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例

第 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ た 職 員 （ 以

下 「 派 遣 職 員 」 と い う 。 ） 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の

職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

派 遣 さ れ た 職 員 が 職 務 に 復 帰 し た 場 合 又 は 人 事 委 員 会

が 定 め る こ れ に 準 ず る 場 合 に お い て 、 部 内 の 他 の 職 員

と の 均 衡 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 第 二

十 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ

に よ り 、 そ の 職 務 に 応 じ た 職 務 の 級 に 昇 格 さ せ る こ と

が で き る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 初 任 給 基 準 又 は 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 の 場 合

の 職 務 の 級 ）  

（ 初 任 給 基 準 を 異 に す る 異 動 の 場 合 の 職 務 の 級 ）  

第 二 十 五 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員 の 職 務 の

級 は 、 そ の 異 動 後 の 職 務 に 応 じ 決 定 す る （ 第 一 号 に 掲

げ る 異 動 の 場 合 に あ つ て は 、 決 定 し 、 又 は 引 き 続 き 従

前 の 職 務 の 級 に と ど ま ら せ る ） も の と す る 。  

第 二 十 五 条  職 員 を 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る こ と な く 初

任 給 基 準 表 に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職 種 に 属

す る 職 務 に 異 動 さ せ る 場 合 に お い て 、 そ の 異 動 さ せ よ

う と す る 職 の 属 す る 職 務 の 級 に つ い て は 、 そ の 者 の 経

験 年 数 又 は 在 級 年 数 が 級 別 資 格 基 準 表 に 掲 げ る 必 要 経

験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 に 達 し て い る こ と を 基 準 と し

て 、 そ れ ぞ れ 昇 格 さ せ 、 降 格 さ せ 、 又 は 引 き 続 き 従 前
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の 職 務 の 級 に と ど ま ら せ る も の と す る 。  

 一  初 任 給 基 準 表 に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職

種 に 属 す る 職 務 へ の 異 動 （ 次 号 に 掲 げ る 異 動 を 除

く 。 ）  

 

 二  給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 他 の 職 務 へ の 異 動   

 ２  勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る 必 要 経 験

年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 に 百 分 の 八 十 以 上 百 分 の 百 未 満

の 割 合 を 乗 じ て 得 た 年 数 を も つ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 必

要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 と す る こ と が で き る 。  

（ 初 任 給 基 準 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）   （ 初 任 給 基 準 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）   

第 二 十 六 条  前 条 第 一 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員 の 当 該

異 動 後 の 号 給 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

第 二 十 六 条  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 を し た 職 員 の 当

該 異 動 後 の 号 給 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  第 二 十 三 条 及 び 第 二 十 四 条 の 規 定 は 、 前 条 各 号 に 掲

げ る 異 動 を し た こ と に よ り 昇 格 し 、 又 は 降 格 し た 職 員

の 号 給 に つ い て は 適 用 し な い 。  

３  第 二 十 三 条 及 び 第 二 十 四 条 の 規 定 は 、 前 条 第 一 項 に

規 定 す る 異 動 を し た こ と に よ り 昇 格 し 、 又 は 降 格 し た

職 員 の 号 給 に つ い て は 適 用 し な い 。  

 （ 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 の 場 合 の 職 務 の 級 ）   

第 二 十 七 条  削 除  第 二 十 七 条  職 員 を 給 料 表 の 適 用 を 異 に し て 他 の 職 務 に

異 動 さ せ る 場 合 に お い て 、 そ の 異 動 さ せ よ う と す る 職

の 属 す る 職 務 の 級 に つ い て は 、 そ の 者 の 経 験 年 数 又 は

在 級 年 数 が 級 別 資 格 基 準 表 に 掲 げ る 必 要 経 験 年 数 又 は

必 要 在 級 年 数 に 達 し て い る こ と を 基 準 と し て 、 異 動 後

の 職 務 の 級 を 決 定 す る も の と す る 。  

 ２  第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 職 員

の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に 準 用 す る 。  

（ 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）  （ 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）  

第 二 十 八 条  第 二 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 第

二 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員 の 異 動 後 の 号

給 に つ い て 準 用 す る 。  

第 二 十 八 条  第 二 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 前

条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 を し た 職 員 の 異 動 後 の 号 給 に

つ い て 準 用 す る 。  

（ 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 等 ）  （ 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 等 ）  

第 三 十 六 条  （ 略 ）  第 三 十 六 条  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 昇 給 の 号 給 数 が 、 昇 給

日 に そ の 者 が 属 す る 職 務 の 級 の 最 高 の 号 給 の 号 数 か ら

当 該 昇 給 日 の 前 日 に そ の 者 が 受 け て い た 号 給 （ 当 該 昇

給 日 に お い て 職 務 の 級 を 異 に す る 異 動 又 は 第 二 十 五 条

第 一 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員 に あ つ て は 、 当 該 異 動

後 の 号 給 ） の 号 数 を 減 じ て 得 た 数 に 相 当 す る 号 給 数 を

超 え る こ と と な る 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 は 、 第 一 項 及 び

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 相 当 す る 号 給 数 と す る 。 

６  第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 昇 給 の 号 給 数 が 、 昇 給

日 に そ の 者 が 属 す る 職 務 の 級 の 最 高 の 号 給 の 号 数 か ら

当 該 昇 給 日 の 前 日 に そ の 者 が 受 け て い た 号 給 （ 当 該 昇

給 日 に お い て 職 務 の 級 を 異 に す る 異 動 又 は 第 二 十 五 条

に 規 定 す る 異 動 を し た 職 員 に あ つ て は 、 当 該 異 動 後 の

号 給 ） の 号 数 を 減 じ て 得 た 数 に 相 当 す る 号 給 数 を 超 え

る こ と と な る 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 は 、 第 一 項 及 び 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 相 当 す る 号 給 数 と す る 。  

７  （ 略 ）  ７  （ 略 ）  

（ 特 定 の 職 員 に 対 す る 特 例 ）  （ 特 定 の 職 員 に 対 す る 特 例 ）  

第 四 十 三 条 の 三  （ 略 ）  第 四 十 三 条 の 三  （ 略 ）  

２  前 項 の 職 を 占 め る 職 員 に つ い て は 、 第 十 一 条 か ら 前

条 ま で の 規 定 は 適 用 し な い 。  

２  前 項 の 職 を 占 め る 職 員 に つ い て は 、 第 五 条 か ら 前 条

ま で の 規 定 は 適 用 し な い 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 民 間 企 業 等 職 務 経 験 者 試 験 の 対 象 と な る 職 員 に 関 す （ 民 間 企 業 等 職 務 経 験 者 試 験 の 対 象 と な る 職 員 に 関 す

令和8年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

9



る 特 例 ）   る 特 例 ）  

第 四 十 三 条 の 四  民 間 企 業 等 職 務 経 験 者 試 験 の 結 果 に 基

づ い て 職 員 と な つ た 者 に 係 る 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十 三

条 第 二 項 、 第 十 四 条 か ら 第 十 六 条 ま で 、 第 二 十 一 条 、

第 二 十 五 条 、 第 二 十 六 条 、 第 二 十 八 条 及 び 第 四 十 二 条

に 規 定 す る 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に つ い て は 、

任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 。  

第 四 十 三 条 の 四  民 間 企 業 等 職 務 経 験 者 試 験 の 結 果 に 基

づ い て 職 員 と な つ た 者 に 係 る 第 六 条 か ら 第 十 条 ま で 、

第 十 二 条 第 二 項 、 第 十 三 条 第 二 項 、 第 十 四 条 か ら 第 十

六 条 ま で 、 第 二 十 条 第 四 項 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 五 条

か ら 第 二 十 八 条 ま で 及 び 第 四 十 二 条 に 規 定 す る 初 任

給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に つ い て は 、 任 命 権 者 が 人 事

委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 。  

（ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て の 特 例 ）  （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て の 特 例 ）  

第 四 十 三 条 の 五  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育

児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定

に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に つ い て の こ の 規 則

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定

中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 字 句 と す る 。  

第 四 十 三 条 の 五  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育

児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定

に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に つ い て の こ の 規 則

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定

中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 字 句 と す る 。  

 （略）  （略）  （略）    （略）  （略）  （略）   

 第 十 二 条

第 一 項 及

び第二項、

第 十 四 条

第一項、第

十 五 条 第

一項、第十

六条、第二

十 三 条 第

一 項 及 び

第 三 項 並

び に 第 二

十 六 条 第

二項  

号 給 と す

る  

号給とし、

そ の 者 の

給 料 月 額

は、その者

の 受 け る

号 給 に 応

じた額に、

算 出 率 を

乗 じ て 得

た 額 と す

る  

  第 十 二 条

第 一 項 及

び第二項、

第 十 四 条

第一項、第

十 五 条 第

一項、第十

六条、第二

十 三 条 第

一項、第三

項 及 び 第

四 項 並 び

に 第 二 十

六 条 第 二

項  

号 給 と す

る  

号給とし、

そ の 者 の

給 料 月 額

は、その者

の 受 け る

号 給 に 応

じた額に、

算 出 率 を

乗 じ て 得

た 額 と す

る  

 

 第 十 五 条

第二項  

定める 定めるもの

とし、その者

の給料月額

は、その者の

受ける号給

に応じた額

に、算出率を

乗じて得た

額とする 

  第 十 五 条

第三項  

定める 定めるもの

とし、その者

の給料月額

は、その者の

受ける号給

に応じた額

に、算出率を

乗じて得た

額とする 

 

 （略）  （略）  （略）    （略）  （略）  （略）   

 第 二 十 三

条 第 四 項

及 び 第 二

十 四 条 第

三項  

決 定 す る

こ と が で

きる  

決 定 す る

こ と が で

き る も の

とし、その

者 の 給 料

月額は、そ

の 者 の 受  

  第 二 十 四

条 第 一 項

及 び 第 二

十 六 条 第

一項  

とする  とし、その

者 の 給 料

月額は、そ

の 者 の 受

け る 号 給

に 応 じ た

額に、算出  
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   け る 号 給

に 応 じ た

額に、算出

率 を 乗 じ

て 得 た 額

とする  

    率 を 乗 じ

て 得 た 額

とする  

 

 第 二 十 四

条 第 一 項

及 び 第 二

十 六 条 第

一項 

とする  とし、その

者 の 給 料

月額は、そ

の 者 の 受

け る 号 給

に 応 じ た

額に、算出

率 を 乗 じ

て 得 た 額

とする  

  第 二 十 四

条第三項  

決 定 す る

こ と が で

きる 

決 定 す る

こ と が で

き る も の

とし、その

者 の 給 料

月額は、そ

の 者 の 受

け る 号 給

に 応 じ た

額に、算出

率 を 乗 じ

て 得 た 額

とする  

 

          

 別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別表第二 削除 

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表第三 学歴免許等資格区分表（第十二条関係） 別表第三 学歴免許等資格区分表（第六条関係） 

 （略）  （略）  （略）    （略）  （略）  （略）   

 3 高校卒  （略）  （略）    3 高校卒  （略）  （略）   

 

 

三  高校 2卒 (1)  保 健 師 助

産師看護師法

（昭和 23年法

律第 203号）の

規定による准

看護師学校又

は准看護師養

成所の卒業  

(2)  上 記 に 相

当すると人事

委員会が認め

る学歴免許等

の資格  

  

 

三  高校 2卒 (1)  保 健 師 助

産師看護師法

による准看護

師学校又は准

看護師養成所

の卒業  

 

 

(2)  上 記 に 相

当すると人事

委員会が認め

る学歴免許等

の資格  

 

  

 （略）  （略）  （略）    （略）  （略）  （略）   

備考 1 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法

律（平成 13 年法律第 153 号）による改正前の

保健婦助産婦看護婦法（以下「旧保健婦助産婦

看護婦法」という。）の規定による准看護婦学

校又は准看護婦養成所を卒業した者について

は、この表中「准看護師学校」は「准看護婦学

校」と、「准看護師養成所」は「准看護婦養成

所」と読み替える。 

備考 1 旧保健婦助産婦看護婦法の規定による准看

護婦学校又は准看護婦養成所を卒業した者に

ついては、この表中「准看護師学校」は「准看

護婦学校」と、「准看護師養成所」は「准看護

婦養成所」と読み替える。 
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     2 （略）       2 （略） 

別表第四 経験年数換算表（第十五条の二関係） 別表第四 経験年数換算表（第七条関係） 

 （略）   （略）  

別表第五 修学年数調整表（第十四条関係） 別表第五 修学年数調整表（第八条関係） 

 （略）   （略）  

備考 1・2 （略） 備考 1・2 （略） 

3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学

歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分（そ

の区分に属する学歴免許等の資格を含む。）が

掲げられている場合におけるこの表の適用に

ついては、当該区分に対応する修学年数欄の

年数をその者の有する学歴免許等の資格の属

する区分に対応する同欄の年数から減じた年

数をもつて、その者の有する学歴免許等の資

格についての当該初任給基準表の学歴免許等

欄の区分に対する調整年数とする。この場合

において、その年数が正となるときは、その年

数は加える年数とし、その年数が負となると

きはその年数は減ずる年数とする。 

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免

許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の

区分と同じ区分（その区分に属する学歴免許

等の資格を含む。）が掲げられている場合にお

けるこの表の適用については、当該区分に対

応する修学年数欄の年数をその者の有する学

歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄

の年数から減じた年数をもつて、その者の有

する学歴免許等の資格についての当該級別資

格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の

区分に対する調整年数とする。この場合にお

いて、その年数が正となるときは、その年数は

加える年数とし、その年数が負となるときは

その年数は減ずる年数とする。 

4・5 （略） 4・5 （略） 

別表第六 初任給基準表（第十二条関係） 別表第六 初任給基準表（第十二条関係） 

 イ 行政職給料表初任給基準表  イ 行政職給料表初任給基準表 

 （略）   （略）  

備考 船員法（昭和 22 年法律第 100 号）の適用を受け

る船長、航海士、機関長、機関士、通信長及び通

信士等の職員の初任給は、その者の学歴に対応す

る試験欄の区分に応じた初任給の号給のそれぞれ

4 号給上位の号給とし、学歴区分が「中学卒」とな

る者の初任給の号給は、1 級 5 号給とする。 

備考 船員法の適用を受ける船長、航海士、機関長、

機関士、通信長及び通信士等の職員の初任給は、

その者の学歴に対応する試験欄の区分に応じた初

任給の号給のそれぞれ 4 号給上位の号給とし、学

歴区分が「中学卒」となる者の初任給の号給は、

1 級 5 号給とする。 

ロ （略）  ロ （略） 

 ハ 研究職給料表初任給基準表  ハ 研究職給料表初任給基準表 

 （略）   （略）  

備考 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許

等欄の「博士課程修了（大学 6 卒後のものに限

る。）」、「博士課程修了」又は「修士課程修了、

大学 6 卒」の区分は、第 13 条第 2 項第 2 号に掲

げる者のうち当該区分の適用についてあらかじめ

人事委員会の承認を得た者に適用する。 

備考 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許

等欄の「博士課程修了（大学 6 卒後のものに限

る。）」、「博士課程修了」又は「修士課程修了、

大学 6 卒」の区分は、第 6 条第 2 項第 2 号に掲げ

る者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人

事委員会の承認を得た者に適用する。 

ニ 医療職給料表（一）初任給基準表 ニ 医療職給料表（一）初任給基準表 

 （略）   （略）  

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その

免許を取得した時以後のものとする。ただし、人

事委員会が別段の定めをした場合は、その定める

ところによる。 

備考 この表の適用を受ける職員に第 15 条第 1 項の

規定を適用する場合における当該職員の経験年数

については、別表第二ニ医療職給料表（一）級別

資格基準表の備考の規定を準用する。 

ホ 医療職給料表（二）初任給基準表 ホ 医療職給料表（二）初任給基準表 

 （略）   （略）  

備考 1・2 （略） 備考 1・2 （略） 

3 この表を適用する場合における職員（職種の 3 別表第二ホ医療職給料表（二）級別資格基準
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欄の「その他」の区分の適用を受ける職員を除

く。）の経験年数は、それぞれその免許を取得

した時以後のものとする。ただし、人事委員会

が別段の定めをした場合は、その定めるところ

による。 

表の備考第 1 項に規定する職員に第 15 条第 1

項の規定を適用する場合における当該職員の

経験年数については、同表の備考第 1 項の規

定を準用する。 

4 （略）     4 （略） 

 ヘ 医療職給料表（三）初任給基準表  ヘ 医療職給料表（三）初任給基準表 

 （略）   （略）  

備考 1・2 （略） 備考 1・2 （略） 

3 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴

免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助

産師看護師法第 22 条第 1 号又は第 2 号に規定

する学校又は養成所（旧保健婦助産婦看護婦法

第 22 条第 1 号又は第 2 号に規定する学校又は

養成所を含む。）の卒業を示す。 

3 この表の准看護師養成所卒については、そ 

れぞれ別表第二ヘ医療職給料表（三）級別資格

基準表の備考第 1 項に定めるところによる。 

4 この表を適用する場合における職員の経験

年数は、それぞれその免許を取得した時（保健

師で看護師免許を有する職員にあつては、看護

師免許を取得した時）以後のものとする。ただ

し、人事委員会が別段の定めをした場合は、そ

の定めるところによる。 

4 この表の適用を受ける職員に第 15 条第 1 項

の規定を適用する場合における当該職員の経

験年数については、別表第二ヘ医療職給料表

（三）級別資格基準表の備考第 2 項の規定を

準用する。 

5 （略） 5 （略） 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 八 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 一 般 任 期 付 職 員 の 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 第 四 章 か

ら 第 六 章 ま で の 規 定 の 適 用 の 特 例 ）  

（ 一 般 任 期 付 職 員 の 級 別 資 格 基 準 表 の 適 用 方 法 等 の

特 例 ）  

第 七 条  条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て

採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 一 般 任 期 付 職 員 」 と い う 。 ）

で あ っ て 、 そ の 者 が 有 す る 専 門 的 な 知 識 経 験 、 従 事 す

る 業 務 等 に 照 ら し て 、 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 五 （ 職 員 の

任 用 に 関 す る 規 則 ） 第 二 十 七 条 第 一 項 に 掲 げ る 試 験 の

う ち い ず れ か の 試 験 の 結 果 に よ り 採 用 さ れ た 者 に 相

当 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 が 認 め た も の に 対 す る 人

事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の

基 準 に 関 す る 規 則 ） 第 四 章 か ら 第 六 章 ま で の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 そ の 者 を 当 該 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職

員 と な っ た 者 と み な す こ と が で き る 。  

第 七 条  条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て

採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 一 般 任 期 付 職 員 」 と い う 。 ）

で あ っ て 、 そ の 者 が 有 す る 専 門 的 な 知 識 経 験 、 従 事 す

る 業 務 等 に 照 ら し て 、 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 五 （ 職 員 の

任 用 に 関 す る 規 則 ） 第 二 十 七 条 第 一 項 に 掲 げ る 試 験 の

う ち い ず れ か の 試 験 の 結 果 に よ り 採 用 さ れ た 者 に 相

当 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 が 認 め た も の に つ い て は 、

人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等

の 基 準 に 関 す る 規 則 ） 別 表 第 二 に 定 め る 級 別 資 格 基 準

表 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 級 別 資 格 基 準 表 」

と い う 。 ） の 試 験 の 欄 の 「 採 用 試 験 」 の 区 分 の う ち 当

該 試 験 に 対 応 す る 区 分 を 適 用 す る こ と が で き る 。  

 ２  一 般 任 期 付 職 員 に 対 し て 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 第

十 一 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、

部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

と き は 、 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る 必 要 経 験 年 数 に 百 分

の 八 十 以 上 百 分 の 百 未 満 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 年 数 を

も っ て 、 級 別 資 格 基 準 表 の 必 要 経 験 年 数 と す る こ と が
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 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 三 （ 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 八 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 三 （ 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 三 （ 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 ） の 規

定 に 基 づ き 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 三 （ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す

で き る 。  

（ 一 般 任 期 付 職 員 の 号 給 の 決 定 の 特 例 ）  （ 一 般 任 期 付 職 員 の 号 給 の 決 定 の 特 例 ）  
第 八 条  新 た に 一 般 任 期 付 職 員 と な っ た 者 の 号 給 は 、 採

用 の 日 の 前 日 か ら 、 そ の 者 の 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 第

十 五 条 の 二 の 規 定 に よ る 経 験 年 数 に 相 当 す る 期 間 を

さ か の ぼ っ た 日 に 採 用 さ れ 、 引 き 続 き 在 職 し た も の と

み な し て 、 当 該 さ か の ぼ っ た 日 に お い て 、 人 事 委 員 会

規 則 七 ― 七 別 表 第 六 に 定 め る 初 任 給 基 準 表 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 初 任 給 基 準 表 」 と い う 。 ） を 適 用 し て 得

ら れ る 初 任 給 （ 前 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に あ っ

て は 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 職 員 と な っ た 者 と み な す こ

と と さ れ た 試 験 の 区 分 を 適 用 し て 得 ら れ る 初 任 給 ） を

基 礎 と し 、 か つ 、 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 考 慮 し て

昇 格 、 昇 給 等 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 当 該 採 用 の 日 に

受 け る こ と と な る 号 給 を 超 え な い 範 囲 内 で 決 定 す る

こ と が で き る 。  

第 八 条  新 た に 一 般 任 期 付 職 員 と な っ た 者 の 号 給 は 、 採

用 の 日 の 前 日 か ら 、 級 別 資 格 基 準 表 を 適 用 す る 場 合 に

お け る 当 該 職 員 の 経 験 年 数 に 相 当 す る 期 間 を さ か の

ぼ っ た 日 に 採 用 さ れ 、 引 き 続 き 在 職 し た も の と み な し

て 、 当 該 さ か の ぼ っ た 日 に お い て 、 人 事 委 員 会 規 則 七

― 七 別 表 第 六 に 定 め る 初 任 給 基 準 表 （ 以 下 こ の 条 に お

い て 「 初 任 給 基 準 表 」 と い う 。 ） を 適 用 し て 得 ら れ る

初 任 給 （ 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に あ っ

て は 、 同 項 の 規 定 に よ る 級 別 資 格 基 準 表 の 区 分 と 同 一

の 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 区 分 を 適 用 し て 得 ら れ る

初 任 給 ） を 基 礎 と し 、 か つ 、 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡

を 考 慮 し て 昇 格 、 昇 給 等 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 当 該

採 用 の 日 に 受 け る こ と と な る 号 給 を 超 え な い 範 囲 内

で 決 定 す る こ と が で き る 。  

（ 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 の 規 定 の 読 替 え 適 用 ）  （ 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 の 規 定 の 読 替 え 適 用 ）  

第 九 条  前 条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お い て 、 一 般 任

期 付 職 員 に 対 す る 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 規 則 第 二 十 六 条 第 一 項 第 二 号 中 「 第

十 八 条 」 と あ る の は 「 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 八 （ 一 般 職

の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 ） 第 八 条 」 と す る 。 

第 九 条  前 条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お い て 、 一 般 任

期 付 職 員 に 対 す る 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 規 則 第 十 条 第 一 号 中 「 第 十 八 条 」 と

あ る の は 「 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 八 （ 一 般 職 の 任 期 付 職

員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 ） 第 八 条 」 と 、 同 規 則 第 二 十

六 条 第 一 項 第 二 号 中 「 第 十 八 条 」 と あ る の は 「 人 事 委

員 会 規 則 六 ― 八 第 八 条 」 と す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 扶 養 親 族 の 範 囲 ）  （ 扶 養 親 族 の 範 囲 ）  

第 三 条  条 例 第 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 他 に 生 計

の 途 が な く 主 と し て そ の 職 員 の 扶 養 を 受 け て い

る と 認 め ら れ る 者 に は 、 次 に 掲 げ る 者 は 含 ま れ

な い も の と す る 。  

第 三 条  条 例 第 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 他 に 生 計

の 途 が な く 主 と し て そ の 職 員 の 扶 養 を 受 け て い

る と 認 め ら れ る 者 に は 、 次 に 掲 げ る 者 は 含 ま れ

な い も の と す る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

 二  年 額 百 三 十 万 円 以 上 （ 十 八 歳 に 達 す る 日 後

の 最 初 の 四 月 一 日 か ら 二 十 二 歳 に 達 す る 日 以

後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 者 に

あ っ て は 、 年 額 百 五 十 万 円 以 上 ） の 恒 常 的 な

所 得 が あ る と 見 込 ま れ る 者  

 二  年 額 百 三 十 万 円 以 上 の 恒 常 的 な 所 得 が あ る

と 見 込 ま れ る 者  

 三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  
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る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 五 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 三 （ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 三 （ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  
改   正   後  改   正   前  

別 表 第 二 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 二 （ 第 二 条 関 係 ）  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

 十 一  公 益 社 団 法 人 二 〇 二 五 年 日 本 国 際 博 覧 会 協 会  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

     規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 五 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   福   永   和   伸    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 二 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年           第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う  

に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 認 定 の 基 準 ）  （ 認 定 の 基 準 ）  

第 三 条  認 定 権 者 が 、 職 員 か ら 前 条 の 届 出 を 受 け た と き

は 、 扶 養 親 族 届 に 記 載 の 扶 養 親 族 が 条 例 第 十 五 条 第 二       

項 に 規 定 す る 要 件 を 備 え て い る か ど う か を 確 か め て

認 定 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 掲 げ る 者 を 扶 養 親 族 と し て 認 定 す る こ と は で き

な い 。  

第 三 条  認 定 権 者 が 、 職 員 か ら 前 条 の 届 出 を 受 け た と き

は 、 扶 養 親 族 届 に 記 載 の 扶 養 親 族 が 条 例 第 十 五 条 第 二

項 に 規 定 す る 要 件 を 備 え て い る か ど う か を 確 か め て

認 定 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 掲 げ る 者 を 扶 養 親 族 と し て 認 定 す る こ と は で き

な い 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）   

 二  年 額 百 三 十 万 円 以 上 （ 十 八 歳 に 達 す る 日 後 の 最 初

の 四 月 一 日 か ら 二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三

月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 者 に あ つ て は 、 年 額 百 五

十 万 円 以 上 ） の 恒 常 的 な 所 得 が あ る と 見 込 ま れ る 者  

 二  年 額 百 三 十 万 円 以 上 の 恒 常 的 な 所 得 が あ る と 見 込

ま れ る 者  

 三  （ 略 ）   三  （ 略 ）  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

人 事 委 
教 育 委 
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令 和 八 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

                         三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   福   永   和   伸    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 三 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 四 号 ） の 一 部 を 次  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 四 （ 第 十 一 条 の 二 関 係 ）  別 表 第 四 （ 第 十 一 条 の 二 関 係 ）  

特 別 の 地 域 に 所 在 す る 学 校 指 定 表  特 別 の 地 域 に 所 在 す る 学 校 指 定 表  

 学 校 名    学 校 名   

 （ 略 ）    （ 略 ）   

 多 気 郡 大 台 町 立 宮 川 中 学 校    多 気 郡 大 台 町 立 宮 川 中 学 校   

    度 会 郡 大 紀 町 立 大 紀 中 学 校   

 （ 略 ）    （ 略 ）   

備 考  （ 略 ）  備 考  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 五 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   福   永   和   伸    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 四 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年            第 二 十 一 号 ） 

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

第 一 章 ・ 第 二 章  （ 略 ）  第 一 章 ・ 第 二 章  （ 略 ）  

第 三 章  削 除  第 三 章  級 別 資 格 基 準 （ 第 四 条 ― 第 九 条 ）  

第 四 章 ～ 第 十 章  （ 略 ）  第 四 章 ～ 第 十 章  （ 略 ）  

附 則  附 則  

（ 用 語 の 定 義 ）  （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 に つ

い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 に つ

い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

  四  経 験 年 数  職 員 が 職 員 と し て 同 種 の 職 務 に 在 職 し

た 年 数 （ 第 六 条 の 規 定 に よ り そ の 年 数 に 換 算 さ れ た

年 数 を 含 む 。 ） を い う 。  

 五  必 要 経 験 年 数  職 員 の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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必 要 な 経 験 年 数 を い う 。  

 六  在 級 年 数  職 員 が 同 一 の 職 務 の 級 に 引 き 続 き 在 職

し た 年 数 を い う 。  

 七  必 要 在 級 年 数  職 員 の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に

必 要 な 一 級 下 位 の 職 務 の 級 に お け る 在 級 年 数 を い

う 。  

 四 ～ 七  （ 略 ）   八 ～ 十 一  （ 略 ）  

第 三 章  削 除  第 三 章  級 別 資 格 基 準  

 （ 級 別 資 格 基 準 表 ）  

第 四 条 か ら 第 九 条 ま で  削 除  第 四 条  職 員 の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に 必 要 な

資 格 は 、 こ の 規 則 に お い て 別 に 定 め る 場 合 を 除

き 、 級 別 資 格 基 準 表 （ 別 表 第 二 ） に 定 め る と お

り と す る 。  

 （ 級 別 資 格 基 準 表 の 適 用 方 法 ）  

 第 五 条  級 別 資 格 基 準 表 は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る

給 料 表 の 別 に 応 じ 、 か つ 、 職 種 欄 の 区 分 又 は 、

試 験 欄 の 区 分 及 び 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 に 応 じ て

適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ れ ぞ れ の 区 分

に 対 応 す る 同 表 の 職 務 の 級 欄 に 定 め る 上 段 の 数

字 は 当 該 職 務 の 級 に 決 定 す る た め の 必 要 在 級 年

数 を 、 下 段 の 数 字 は 当 該 職 務 の 級 に 決 定 す る た

め の 必 要 経 験 年 数 を 示 す 。  

 ２  級 別 資 格 基 準 表 の 試 験 欄 の 「 採 用 試 験 」 の 区

分 は 次 に 掲 げ る 職 員 に 適 用 し 、 同 欄 の 「 そ の 他 」

の 区 分 は そ の 他 の 職 員 に 適 用 す る 。 た だ し 、 同

表 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 は 、 そ の 定 め る と こ

ろ に よ る 。  

 一  採 用 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職 員 と な つ た 者  

 二  特 殊 の 知 識 を 必 要 と し 、 か つ 、 そ の 職 務 の

複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 が 採 用 試 験 の 行 わ

れ る 職 と 同 等 と 認 め ら れ る 職 に 任 用 さ れ た 職

員 で 、 前 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 じ て 取 り 扱 う こ

と に つ い て あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会

と 協 議 し て 定 め た も の  

 ３  級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 は 、 職

員 の 有 す る 最 も 新 し い 学 歴 免 許 等 の 資 格 に 応 じ

て 適 用 す る も の と し 、 当 該 学 歴 免 許 等 欄 の 学 歴

免 許 等 の 区 分 に 属 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 に つ い

て は 、 同 表 に お い て 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 学

歴 免 許 等 資 格 区 分 表 （ 別 表 第 三 ） に 定 め る と こ

ろ に よ る 。 た だ し 、 職 員 の 有 す る 最 も 新 し い 学

歴 免 許 等 の 資 格 以 外 の 資 格 に よ る こ と が そ の 者

に 有 利 で あ る 場 合 に は 、 そ の 資 格 に 応 じ た 区 分

に よ る こ と が で き る 。  

 ４  前 項 の 場 合 に お い て 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 級

別 資 格 基 準 表 の 職 種 欄 の 区 分 又 は 試 験 欄 の 区 分

に 対 応 す る 学 歴 免 許 等 欄 の 最 も 低 い 学 歴 免 許 等

の 区 分 よ り も 下 位 の 区 分 に 属 す る 学 歴 免 許 等 の

資 格 の み を 有 す る 職 員 に 対 す る 同 表 の 学 歴 免 許

等 欄 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 最 も 低 い 学 歴 免 許
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等 の 区 分 に よ る 。  

 （ 経 験 年 数 の 起 算 及 び 換 算 ）  

 第 六 条  級 別 資 格 基 準 表 を 適 用 す る 場 合 に お け る

職 員 の 経 験 年 数 は 、 同 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分

の 適 用 に 当 た つ て 用 い る そ の 者 の 学 歴 免 許 等 の

資 格 を 取 得 し た 時 以 後 の 経 験 年 数 に よ る 。  

 ２  級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 の 適 用

に 当 た つ て 用 い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得 し た

時 以 後 職 員 の 経 歴 の う ち 、 職 員 と し て 同 種 の 職

務 に 在 職 し た 年 数 以 外 の 年 数 に つ い て は 、 経 験

年 数 換 算 表 （ 別 表 第 四 ） に 定 め る と こ ろ に よ り

職 員 と し て 同 種 の 職 務 に 在 職 し た 年 数 に 換 算 す

る こ と が で き る 。  

 （ 経 験 年 数 の 調 整 ）  

 第 七 条  職 員 に 適 用 さ れ る 級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴

免 許 等 欄 の 区 分 に 対 し て 修 学 年 数 調 整 表 （ 別 表

第 五 ） に 加 え る 年 数 又 は 減 ず る 年 数 が 定 め ら れ

て い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 有 す る 者 に つ い て

は 、 前 条 の 規 定 に よ る そ の 者 の 経 験 年 数 に そ の

年 数 を 加 減 し た 年 数 を も つ て 、 そ の 者 の 経 験 年

数 と す る 。  

 （ 経 験 年 数 の 取 扱 い の 特 例 ）  

 第 八 条  級 別 資 格 基 準 表 の 備 考 に 別 段 の 定 め が あ

る 場 合 に お け る 経 験 年 数 の 取 扱 い に つ い て は 、

前 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

 （ 特 定 の 職 員 の 在 級 年 数 の 取 扱 い ）  

 第 九 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 級 別 資 格 基 準 表

を 適 用 す る 場 合 に お け る 在 級 年 数 に つ い て は 、

当 該 各 号 に 定 め る 期 間 を そ の 職 務 の 級 の 在 級 年

数 と し て 取 り 扱 う こ と が で き る 。  

 一  第 十 六 条 又 は 第 十 七 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け

た 職 員  部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 考 慮 し て

定 め る 期 間  

 二  第 二 十 四 条 第 一 項 又 は 第 二 十 六 条 第 一 項 に

規 定 す る 異 動 を し た 職 員  部 内 の 他 の 職 員 と

の 均 衡 及 び そ の 者 の 従 前 の 勤 務 成 績 を 考 慮 し

て 定 め る 期 間  

（ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 ）  （ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 ）  

第 十 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 は 、 そ の 者 の

能 力 等 を 考 慮 し 、 そ の 職 務 に 応 じ て 決 定 す る も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に

あ つ て は 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し

て 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る も の と す る 。  

第 十 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の 職 務 の 級 は 、 そ

の 職 務 に 応 じ 、 か つ 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り

決 定 す る も の と す る 。  

一  高 等 学 校 等 教 育 職 給 料 表 の 職 務 の 級 三 級 及

び 四 級  

一  次 に 掲 げ る 職 務 の 級 に あ つ て は 、 あ ら か じ

め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 別 に 定 め

る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

 イ  高 等 学 校 等 教 育 職 給 料 表 の 職 務 の 級 三 級

及 び 四 級  

 ロ  中 学 校 、 小 学 校 教 育 職 給 料 表 の 職 務 の 級
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三 級 及 び 四 級  

 ハ  学 校 栄 養 職 員 給 料 表 の 職 務 の 級 四 級 及 び

五 級  

 ニ  行 政 職 給 料 表 の 職 務 の 級 六 級  

二  中 学 校 ・ 小 学 校 教 育 職 給 料 表 の 職 務 の 級 三

級 及 び 四 級  

二  前 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 以 外 の 職 務 の 級 に あ

つ て は 、 そ の 職 務 の 級 に つ い て 級 別 資 格 基 準

表 に 定 め る 資 格 を 有 し て い る こ と 。  

三  学 校 栄 養 職 員 給 料 表 の 職 務 の 級 四 級 及 び 五     

  級  

 

四  行 政 職 給 料 表 の 職 務 の 級 六 級   

 ２  第 十 六 条 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 者 か ら 職 員

と な つ た 者 又 は 第 十 七 条 に 規 定 す る 特 殊 の 技

術 、 経 験 等 を 必 要 と す る 職 に 採 用 さ れ た 者 に 前

項 第 二 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 部 内

の 他 の 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ 、

か つ 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議

し て 定 め る と き は 、 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る 必

要 経 験 年 数 に 百 分 の 八 十 以 上 百 分 の 百 未 満 の 割

合 を 乗 じ て 得 た 年 数 を も つ て 、 同 表 の 必 要 経 験

年 数 と す る こ と が で き る 。  

（ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 号 給 ）  （ 新 た に 職 員 と な つ た 者 の 号 給 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 一 条  （ 略 ）  

２  初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 に 掲 げ る 学 歴 免 許 等 の

区 分 （ 同 欄 に 学 歴 免 許 等 の 資 格 が 掲 げ ら れ て い る 場 合

に あ つ て は 、 当 該 学 歴 免 許 等 の 資 格 の 属 す る 学 歴 免 許

等 資 格 区 分 表 （ 別 表 第 三 ） の 学 歴 区 分 欄 に 掲 げ る 学 歴

免 許 等 の 区 分 と し 、 初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 に 学

歴 免 許 等 の 区 分 又 は 学 歴 免 許 等 の 資 格 の い ず れ も が 掲

げ ら れ て い な い 場 合 に あ つ て は 、 あ ら か じ め 県 委 員 会

が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 学 歴 免 許 等 の 区 分 と す

る 。 ） を 超 え る 学 歴 免 許 等 の 資 格 又 は 経 験 年 数 を 有 す

る 職 員 の 号 給 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

第 十 三 条 か ら 第 十 八 条 ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 、 初

任 給 基 準 表 に 定 め る 号 給 を 調 整 し 、 又 は そ の 者 の 号 給

を 前 項 の 規 定 に よ る 号 給 よ り 上 位 の 号 給 と す る こ と が

で き る 。  

２  職 務 の 級 の 最 低 限 度 の 資 格 を 超 え る 学 歴 免 許 等 の 資

格 又 は 経 験 年 数 を 有 す る 職 員 の 号 給 に つ い て は 、 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 十 三 条 か ら 第 十 八 条 ま で に 定

め る と こ ろ に よ り 、 初 任 給 基 準 表 に 定 め る 号 給 を 調 整

し 、 又 は そ の 者 の 号 給 を 前 項 の 規 定 に よ る 号 給 よ り 上

位 の 号 給 と す る こ と が で き る 。  

（ 初 任 給 基 準 表 の 適 用 方 法 ）  （ 初 任 給 基 準 表 の 適 用 方 法 ）  

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２  初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 「 採 用 試 験 」 の 区 分 は 次 に

掲 げ る 職 員 に 適 用 し 、 同 欄 の 「 そ の 他 」 の 区 分 は そ の

他 の 職 員 に 適 用 す る 。 た だ し 、 同 表 に 別 段 の 定 め が あ

る 場 合 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 区 分 の 適 用 に つ い て は 、 第

五 条 第 二 項 の 規 定 の 例 に よ る も の と し 、 同 表 の 学 歴 免

許 等 欄 の 区 分 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 に お い て 別 に 定

め る 場 合 を 除 き 、 学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表 に 定 め る 区 分

に よ る も の と す る 。  

一  採 用 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職 員 と な つ た 者   

二  特 殊 の 知 識 を 必 要 と し 、 か つ 、 そ の 職 務 の 複 雑 、

困 難 及 び 責 任 の 程 度 が 採 用 試 験 の 行 わ れ る 職 と 同 等

と 認 め ら れ る 職 に 任 用 さ れ た 職 員 で 、 前 号 に 掲 げ る

職 員 に 準 じ て 取 り 扱 う こ と に つ い て あ ら か じ め 県 委

員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め た も の  

 

３  初 任 給 基 準 表 （ 試 験 欄 の 区 分 の 定 め の あ る も の に 限  
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る 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 者

が 有 す る 知 識 経 験 、 学 歴 免 許 等 の 資 格 等 に 照 ら し て 、

採 用 試 験 の う ち い ず れ か の 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 職 員

と な つ た 者 に 相 当 す る と 認 め ら れ る 者 に つ い て は 、 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 欄 の 「 採 用 試 験 」 の 区 分 の

う ち 当 該 試 験 に 対 応 す る 区 分 を 適 用 す る も の と す る 。  

４  初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 区 分 の 適 用 に つ い て

は 、 初 任 給 基 準 表 に お い て 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 学

歴 免 許 等 資 格 区 分 表 に 定 め る 区 分 に よ る も の と す る 。  

 

（ 学 歴 免 許 等 の 資 格 に よ る 号 給 の 調 整 ）  （ 学 歴 免 許 等 の 資 格 に よ る 号 給 の 調 整 ）  

第 十 三 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 者 に 適 用

さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 学 歴 免 許 等 の 区

分 に 対 し て 修 学 年 数 調 整 表 （ 別 表 第 五 ） に 加 え る 年 数

が 定 め ら れ て い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 有 す る 者 に 対 す

る 初 任 給 基 準 表 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ

る 同 表 の 初 任 給 欄 に 定 め る 号 給 の 号 数 に そ の 加 え る 年

数 （ 一 年 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た

年 数 ） の 数 に 四 を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数

と す る 号 給 を も つ て 、 同 欄 の 号 給 と す る 。  

第 十 三 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 者 に 適 用

さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の 学 歴 免 許 等 の 区

分 に 対 し て 修 学 年 数 調 整 表 に 加 え る 年 数 が 定 め ら れ て

い る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 有 す る 者 に 対 す る 初 任 給 基 準

表 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 同 表 の 初 任

給 欄 に 定 め る 号 給 の 号 数 に そ の 加 え る 年 数 （ 一 年 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 年 数 ） の 数 に

四 を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数 と す る 号 給 を

も つ て 、 同 欄 の 号 給 と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 ）  （ 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 ）  

第 十 四 条  新 た に 職 員 と な つ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 （ 職

務 の 級 を 第 十 条 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た 者

を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 各 号 に 定 め る 経 験 年 数 を 有 す

る 者 の 号 給 は 、 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 号 給 （ 前

条 の 規 定 に よ る 号 給 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 、 「 基

準 号 給 」 と い う 。 ） の 号 数 に 、 当 該 経 験 年 数 の 月 数 を

十 二 月 （ そ の 者 の 経 験 年 数 の う ち 五 年 を 超 え る 経 験 年

数 （ 職 員 の 職 務 に そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら れ る

職 務 で あ つ て 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る

も の に 従 事 し た 期 間 の あ る 職 員 の 経 験 年 数 の う ち 部 内

の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 考 慮 し て 県 委 員 会 が 相 当 と 認 め

る 年 数 を 除 く 。 ） の 月 数 に あ つ て は 、 十 八 月 ） で 除 し

た 数 （ 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た

数 ） に 四 （ 新 た に 職 員 と な つ た 者 が 第 三 十 四 条 に 規 定

す る 特 定 職 員 で あ る と き は 、 三 ） を 乗 じ て 得 た 数 を 加

え て 得 た 数 を 号 数 と す る 号 給 に す る こ と が で き る 。  

第 十 四 条  新 た に 職 員 と な つ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 （ 職

務 の 級 を 第 十 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決 定

さ れ た 者 を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 各 号 に 定 め る 経 験 年

数 を 有 す る 者 の 号 給 は 、 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

号 給 （ 前 条 の 規 定 に よ る 号 給 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お

い て 、 「 基 準 号 給 」 と い う 。 ） の 号 数 に 、 当 該 経 験 年

数 の 月 数 を 十 二 月 （ そ の 者 の 経 験 年 数 の う ち 五 年 を 超

え る 経 験 年 数 （ 第 四 号 に 掲 げ る 者 で 必 要 経 験 年 数 が 五

年 以 上 の 年 数 と さ れ て い る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た も の

に あ つ て は 同 号 に 定 め る 経 験 年 数 と し 、 職 員 の 職 務 に

そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら れ る 職 務 で あ つ て 県 委

員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る も の に 従 事 し た 期

間 の あ る 職 員 の 経 験 年 数 の う ち 部 内 の 他 の 職 員 と の 均

衡 を 考 慮 し て 県 委 員 会 が 相 当 と 認 め る 年 数 を 除 く 。 ）

の 月 数 に あ つ て は 、 十 八 月 ） で 除 し た 数 （ 一 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 数 ） に 四 （ 新 た に

職 員 と な つ た 者 が 第 三 十 四 条 に 規 定 す る 特 定 職 員 で あ

る と き は 、 三 ） を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数

と す る 号 給 に す る こ と が で き る 。  

一  第 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 任

用 の 基 礎 と な つ た 試 験 に 合 格 し た 時 以 後 の 経 験 年

数 又 は そ の 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄

の 「 採 用 試 験 」 の 区 分 に 応 じ 、 「 Ａ 試 験 」 に あ つ て

は 「 大 学 卒 」 の 区 分 、 「 Ｂ 試 験 」 に あ つ て は 「 短 大

卒 」 の 区 分 、 「 Ｃ 試 験 」 に あ つ て は 「 高 校 卒 」 の 区

分 に 属 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 （ 前 条 第 一 項 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 適 用 に 際 し て 用 い

ら れ る 学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得 し た 時 以 後 の 経 験

年 数  

一  第 五 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 任 用

の 基 礎 と な つ た 試 験 に 合 格 し た 時 以 後 の 経 験 年 数 又

は そ の 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 「 採

用 試 験 」 の 区 分 に 応 じ 、 「 Ａ 試 験 」 に あ つ て は 「 大

学 卒 」 の 区 分 、 「 Ｂ 試 験 」 に あ つ て は 「 短 大 卒 」 の

区 分 、 「 Ｃ 試 験 」 に あ つ て は 「 高 校 卒 」 の 区 分 に 属

す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 （ 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 適 用 に 際 し て 用 い ら れ る

学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得 し た 時 以 後 の 経 験 年 数  
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二  第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 職 務

に 有 用 な 免 許 そ の 他 の 資 格 （ 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適

用 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 適 用 に 際 し て 用 い ら

れ る 学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得 し た 時 以 後 の 経 験 年

数  

二  第 五 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 者  そ の 者 の 職 務 に

有 用 な 免 許 そ の 他 の 資 格 （ 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 者 に あ つ て は 、 そ の 適 用 に 際 し て 用 い ら れ

る 学 歴 免 許 等 の 資 格 ） を 取 得 し た 時 以 後 の 経 験 年 数  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

四  第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 者 以 外 の 者 で 基 準 号

給 が 職 務 の 級 の 最 低 の 号 給 （ 初 任 給 基 準 表 に 掲 げ ら

れ て い る 場 合 の 最 低 の 号 給 を 除 く 。 ） で あ る も の  あ

ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 経

験 年 数  

四  第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 者 以 外 の 者 で 基 準 号

給 が 職 務 の 級 の 最 低 の 号 給 （ 初 任 給 基 準 表 に 掲 げ ら

れ て い る 場 合 の 最 低 の 号 給 を 除 く 。 ） で あ る も の  級

別 資 格 基 準 表 に 定 め る そ の 職 務 の 級 に つ い て の 必 要

経 験 年 数 を 超 え る 経 験 年 数  

 ２  前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お け る 職 員 の 経 験 年 数

の 取 扱 い に つ い て は 、 同 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 六

条 か ら 第 八 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

２  新 た に 職 員 と な つ た 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 の 決

定 に つ い て 、 前 項 の 規 定 に よ る 場 合 に は 他 の 職 員 と の

均 衡 を 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か

か わ ら ず 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し

て 別 に 定 め る こ と が で き る 。  

３  新 た に 職 員 と な つ た 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 の 決

定 に つ い て 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 場 合 に は 他 の 職 員 と

の 均 衡 を 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に

か か わ ら ず 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議

し て 別 に 定 め る こ と が で き る 。  

（ 経 験 年 数 ）   

第 十 四 条 の 二  第 十 一 条 第 二 項 及 び 前 条 に 規 定 す る 経 験

年 数 （ 以 下 「 経 験 年 数 」 と い う 。 ） は 、 新 た に 職 員 と

な つ た 者 の 有 す る 最 も 新 し い 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得

し た 時 （ 当 該 資 格 以 外 の 資 格 に よ る こ と が 、 そ の 者 に

有 利 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 資 格 を 取 得 し た 時 ）

以 後 の 年 数 を 経 験 年 数 換 算 表 （ 別 表 第 四 ） に 定 め る と

こ ろ に よ り 換 算 し て 得 ら れ る 年 数 と す る 。  

 

２  新 た に 職 員 と な つ た 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の

学 歴 免 許 等 欄 に 掲 げ る 学 歴 免 許 等 の 区 分 （ 同 欄 に 学 歴

免 許 等 の 資 格 が 掲 げ ら れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 当 該

学 歴 免 許 等 の 資 格 の 属 す る 学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表 の 学

歴 区 分 欄 に 掲 げ る 学 歴 免 許 等 の 区 分 と し 、 初 任 給 基 準

表 の 学 歴 免 許 等 欄 に 学 歴 免 許 等 の 区 分 又 は 学 歴 免 許 等

の 資 格 の い ず れ も が 掲 げ ら れ て い な い 場 合 に あ つ て

は 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め

る 学 歴 免 許 等 の 区 分 と す る 。 ） に 対 し て 修 学 年 数 調 整

表 に 加 え る 年 数 又 は 減 ず る 年 数 が 定 め ら れ て い る 学 歴

免 許 等 の 資 格 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 に 際 し て 用 い ら れ る

も の に 限 る 。 ） を 有 す る 者 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に

よ る そ の 者 の 経 験 年 数 に そ の 年 数 を 加 減 し た 年 数 を も

つ て 、 そ の 者 の 経 験 年 数 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

こ れ ら の 学 歴 免 許 等 の 区 分 及 び 当 該 学 歴 免 許 等 の 区 分

に 属 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 に つ い て は 、 初 任 給 基 準 表

に お い て 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 学 歴 免 許 等 資 格 区 分

表 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

３  初 任 給 基 準 表 の 備 考 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 に お け

る 経 験 年 数 の 取 扱 い に つ い て は 、 前 二 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 下 位 の 区 分 を 適 用 す る 方 が 有 利 な 場 合 の 号 給 ）  （ 下 位 の 区 分 を 適 用 す る 方 が 有 利 な 場 合 の 号 給 ）  

第 十 五 条  第 十 三 条 又 は 第 十 四 条 の 規 定 に よ る 号 給 が 、 第 十 五 条  前 二 条 の 規 定 に よ る 号 給 が 、 そ の 者 に 適 用 さ
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そ の 者 に 適 用 さ れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 区 分 よ り

初 任 給 欄 の 号 給 が 下 位 で あ る 試 験 欄 の 区 分 （ 「 そ の 他 」

の 区 分 を 含 む 。 ） を 用 い 、 又 は そ の 者 の 有 す る 学 歴 免

許 等 の 資 格 の う ち の 下 位 の 資 格 の み を 有 す る も の と し

て こ れ ら の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 得 ら れ る 号 給 に 達 し

な い 職 員 に つ い て は 、 当 該 下 位 の 区 分 を 用 い 又 は 当 該

下 位 の 資 格 の み を 有 す る も の と し て こ れ ら の 規 定 を 適

用 し た 場 合 に 得 ら れ る 号 給 を も つ て 、 そ の 者 の 号 給 と

す る こ と が で き る 。  

れ る 初 任 給 基 準 表 の 試 験 欄 の 区 分 よ り 初 任 給 欄 の 号 給

が 下 位 で あ る 試 験 欄 の 区 分 （ 「 そ の 他 」 の 区 分 を 含 む 。 ）

を 用 い 、 又 は そ の 者 の 有 す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 の う ち

の 下 位 の 資 格 の み を 有 す る も の と し て こ れ ら の 規 定 を

適 用 し た 場 合 に 得 ら れ る 号 給 に 達 し な い 職 員 に つ い て

は 、 当 該 下 位 の 区 分 を 用 い 又 は 当 該 下 位 の 資 格 の み を

有 す る も の と し て こ れ ら の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 得 ら

れ る 号 給 を も つ て 、 そ の 者 の 号 給 と す る こ と が で き る 。 

（ 人 事 交 流 等 に よ り 異 動 し た 場 合 の 号 給 ）  （ 人 事 交 流 等 に よ り 異 動 し た 場 合 の 号 給 ）  

第 十 六 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引

き 続 い て 職 員 と な つ た 者 の 号 給 に つ い て 、 第 十 四 条 又

は 前 条 の 規 定 に よ る 場 合 に は 著 し く 部 内 の 他 の 職 員 と

の 均 衡 を 失 す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に

か か わ ら ず 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

第 十 六 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引

き 続 い て 職 員 と な つ た 者 の 号 給 に つ い て 、 前 二 条 の 規

定 に よ る 場 合 に は 著 し く 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 失

す る と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、

そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 八  （ 略 ）  一 ～ 八  （ 略 ）  

（ 特 定 の 職 員 に つ い て の 号 給 ）   （ 特 定 の 職 員 に つ い て の 号 給 ）  

第 十 八 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 職 務 の 級

を 第 十 条 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た 者 に つ い

て 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

と き は 、 第 十 四 条 及 び 前 三 条 の 規 定 に 準 じ て そ の 者 の

号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

第 十 八 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 の う ち 、 そ の 職 務 の 級

を 第 十 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た

者 に つ い て 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認

め ら れ る と き は 、 第 十 四 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に 準 じ

て そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

（ 昇 格 ）  （ 昇 格 ）  

第 十 九 条  職 員 を 昇 格 さ せ る 場 合 に は 、 そ の 職 務 に 応 じ 、

か つ 、 そ の 者 の 勤 務 成 績 に 従 い 、 そ の 者 の 属 す る 職 務

の 級 を 決 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十

条 各 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 へ の 昇 格 に つ い て は 、 あ ら か

じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 別 に 定 め る 基 準

に 適 合 し て い る こ と に よ り 、 そ の 者 の 属 す る 職 務 の 級

を 決 定 す る も の と す る 。  

第 十 九 条  職 員 を 昇 格 さ せ る 場 合 に は 、 そ の 職 務 に 応 じ 、

か つ 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 者 の 属 す る 職 務

の 級 を 一 級 上 位 の 職 務 の 級 （ 高 等 学 校 等 教 育 職 給 料 表

及 び 中 学 校 ・ 小 学 校 教 育 職 給 料 表 の 職 務 の 級 が 二 級 で

あ る 職 員 を 昇 格 さ せ る 場 合 に は 、 一 級 又 は 二 級 上 位 の

職 務 の 級 ） に 決 定 す る も の と す る 。  

 一  第 十 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 へ の 昇 格 に

つ い て は 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議

し て 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

 二  前 号 に 規 定 す る 職 務 の 級 以 外 の 職 務 の 級 へ の 昇 格

に つ い て は 、 そ の 職 務 の 級 に つ い て 級 別 資 格 基 準 表

に 定 め る 必 要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 を 有 し て い

る こ と 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 ３  勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 職 員 に 対 す る 第 一 項 第 二

号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る

必 要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 に 百 分 の 八 十 以 上 百 分

の 百 未 満 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 数 を も つ て 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 必 要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 と す る こ と が で き

る 。  

 ４  第 一 項 の 規 定 に よ る 昇 格 は 、 現 に 属 す る 職 務 の 級 に

在 級 す る 年 数 が 一 年 に 満 た な い 職 員 に つ い て は 行 う こ

と が で き な い 。 た だ し 、 職 務 の 特 殊 性 等 に よ り そ の 在

級 す る 年 数 が 一 年 に 満 た な い 者 を 特 に 昇 格 さ せ る 必 要

が あ る 場 合 で あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議

し て 定 め た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
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（ 上 位 資 格 の 取 得 等 に よ る 昇 格 ）  （ 上 位 資 格 の 取 得 等 に よ る 昇 格 ）  

第 二 十 条  職 員 が 第 十 二 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る こ と と な り 、 又 は 異 な る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得

し た 等 の 結 果 、 上 位 の 職 務 の 級 に 決 定 さ れ る 資 格 を 有

す る に 至 つ た 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ

の 資 格 に 応 じ た 職 務 の 級 に 昇 格 さ せ る こ と が で き る 。  

第 二 十 条  職 員 が 第 五 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る こ と と な り 、 又 は 級 別 資 格 基 準 表 の 学 歴 免 許 等 欄 の

区 分 を 異 に す る 学 歴 免 許 等 の 資 格 を 取 得 し 、 若 し く は

同 表 に 異 な る 基 準 の 定 め の あ る 職 種 欄 の 区 分 若 し く は

試 験 欄 の 区 分 の 適 用 を 受 け る こ と と な つ た 等 の 結 果 、

上 位 の 職 務 の 級 に 決 定 さ れ る 資 格 を 有 す る に 至 つ た 場

合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 資 格 に 応 じ た

職 務 の 級 に 昇 格 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 特 別 の 場 合 の 昇 格 ）  （ 特 別 の 場 合 の 昇 格 ）  

第 二 十 一 条  外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る

職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例

第 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ た 職 員 （ 以

下 「 派 遣 職 員 」 と い う 。 ） 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の

職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

派 遣 さ れ た 職 員 が 職 務 に 復 帰 し た 場 合 又 は 県 委 員 会 が

人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 場 合 に お い

て 、 他 の 職 員 と の 均 衡 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

と き は 、 第 十 九 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 職 務 に 応

じ た 職 務 の 級 に 昇 格 さ せ る こ と が で き る 。  

第 二 十 一 条  外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る

職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例

第 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ た 職 員 （ 以

下 「 派 遣 職 員 」 と い う 。 ） 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の

職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

派 遣 さ れ た 職 員 が 職 務 に 復 帰 し た 場 合 又 は 県 委 員 会 が

人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 場 合 に お い

て 、 他 の 職 員 と の 均 衡 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

と き は 、 第 十 九 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 県 委 員 会 が 人

事 委 員 会 と 協 議 し て 、 そ の 職 務 に 応 じ た 職 務 の 級 に 昇

格 さ せ る こ と が で き る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 初 任 給 基 準 又 は 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 の 場 合

の 職 務 の 級 ）  

（ 初 任 給 基 準 を 異 に す る 異 動 の 場 合 の 職 務 の 級 ）  

第 二 十 四 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員 の 職 務 の

級 は 、 そ の 異 動 後 の 職 務 に 応 じ 決 定 す る （ 第 一 号 に 掲

げ る 異 動 の 場 合 に あ つ て は 、 決 定 し 、 又 は 引 き 続 き 従

前 の 職 務 の 級 に と ど ま ら せ る ） も の と す る 。  

第 二 十 四 条  職 員 を 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る こ と な く 初

任 給 基 準 表 に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職 種 に 属

す る 職 務 に 異 動 さ せ る 場 合 に は 、 そ の 異 動 後 の 職 務 に

応 じ 、 か つ 、 第 十 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に

あ つ て は 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し

て 別 に 定 め る 基 準 に 従 い 、 そ の 他 の 職 務 の 級 に あ つ て

は 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る 資 格 基 準 に 従 い 、 そ れ ぞ れ

昇 格 さ せ 、 降 格 さ せ 、 又 は 引 き 続 き 従 前 の 職 務 の 級 に

と ど ま ら せ る も の と す る 。  

一  初 任 給 基 準 表 に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職

種 に 属 す る 職 務 へ の 異 動 （ 次 号 に 掲 げ る 異 動 を 除

く 。 ）  

 

二  給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 他 の 職 務 へ の 異 動   

 ２  勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 級 別 資 格 基 準 表 に 定 め る 必 要 経 験

年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 に 百 分 の 八 十 以 上 百 分 の 百 未 満

の 割 合 を 乗 じ て 得 た 年 数 を も つ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 必

要 経 験 年 数 又 は 必 要 在 級 年 数 と す る こ と が で き る 。  

（ 初 任 給 基 準 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）  （ 初 任 給 基 準 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）  

第 二 十 五 条  前 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員

の 当 該 異 動 後 の 号 給 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

第 二 十 五 条  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 を し た 職 員 の 当

該 異 動 後 の 号 給 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）   一 ・ 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  第 二 十 二 条 及 び 第 二 十 三 条 の 規 定 は 、 前 条 に 規 定 す

る 異 動 を し た こ と に よ り 昇 格 し 、 又 は 降 格 し た 職 員 の
３  第 二 十 二 条 及 び 第 二 十 三 条 の 規 定 は 、 前 条 第 一 項 に

規 定 す る 異 動 を し た こ と に よ り 昇 格 し 、 又 は 降 格 し た

令和8年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

23



別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別表第 2 削除  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

号 給 に つ い て は 適 用 し な い 。  職 員 の 号 給 に つ い て は 適 用 し な い 。  

 （ 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 の 場 合 の 職 務 の 級 ）   
第 二 十 六 条  削 除  第 二 十 六 条  職 員 を 給 料 表 の 適 用 を 異 に し て 他 の 職 務 に

異 動 さ せ る 場 合 に お い て 、 そ の 異 動 さ せ よ う と す る 職

の 属 す る 職 務 の 級 に つ い て は 、 そ の 者 の 経 験 年 数 又 は

在 級 年 数 が 級 別 資 格 基 準 表 に 掲 げ る 必 要 経 験 年 数 又 は

必 要 在 級 年 数 に 達 し て い る こ と を 基 準 と し て 、 異 動 後

の 職 務 の 級 を 決 定 す る も の と す る 。  

 ２  第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 職 員

の 職 務 の 級 を 決 定 す る 場 合 に 準 用 す る 。  

（ 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）  （ 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 号 給 ）  

第 二 十 七 条  第 二 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 第

二 十 四 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員 の 異 動

後 の 号 給 に つ い て 準 用 す る 。  

第 二 十 七 条  第 二 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 前

条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 を し た 職 員 の 異 動 後 の 号 給 に

つ い て 準 用 す る 。  

（ 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 等 ）  （ 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 等 ）  

第 三 十 五 条  （ 略 ）  第 三 十 五 条  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 昇 給 の 号 給 数 が 、 昇 給

日 に そ の 者 が 属 す る 職 務 の 級 の 最 高 の 号 給 の 号 数 か ら

当 該 昇 給 日 の 前 日 に そ の 者 が 受 け て い た 号 給 （ 当 該 昇

給 日 に お い て 職 務 の 級 を 異 に す る 異 動 又 は 第 二 十 四 条

第 一 号 に 掲 げ る 異 動 を し た 職 員 に あ つ て は 、 当 該 異 動

後 の 号 給 ） の 号 数 を 減 じ て 得 た 数 に 相 当 す る 号 給 数 を

超 え る こ と と な る 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 は 、 第 一 項 及 び

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 相 当 す る 号 給 数 と す る 。 

６  第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 昇 給 の 号 給 数 が 、 昇 給

日 に そ の 者 が 属 す る 職 務 の 級 の 最 高 の 号 給 の 号 数 か ら

当 該 昇 給 日 の 前 日 に そ の 者 が 受 け て い た 号 給 （ 当 該 昇

給 日 に お い て 職 務 の 級 を 異 に す る 異 動 又 は 第 二 十 四 条

に 規 定 す る 異 動 を し た 職 員 に あ つ て は 、 当 該 異 動 後 の

号 給 ） の 号 数 を 減 じ て 得 た 数 に 相 当 す る 号 給 数 を 超 え

る こ と と な る 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 は 、 第 一 項 及 び 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 相 当 す る 号 給 数 と す る 。  

７  （ 略 ）  ７  （ 略 ）  

改   正   後  改   正   前  

別表第 3（第 11 条関係）学歴免許等資格区分表  別表第 3（第 5 条関係）学歴免許等資格区分表  

 （略）   （略）  

備考  （略）  備考  （略）  

別表第 4（第 14 条の 2 関係）経験年数換算表  別表第 4（第 6 条関係）経験年数換算表  

 （略）   （略）  

別表第 5（第 13 条関係）修学年数調整表  別表第 5（第 7 条関係）修学年数調整表  

 （略）   （略）  

備考  

1・2 （略）  

 備考  

1・2 （略）  

3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の

学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分

（その区分に属する学歴免許等の資格を含

む。）が掲げられている場合におけるこの表

の適用については、当該区分に対応する修学

年数欄の年数をその者の有する学歴免許等

の資格の属する区分に対応する同欄の年数

から減じた年数をもつて、その者の有する学

歴免許等の資格についての当該初任給基準

表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴

免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許

等の区分と同じ区分（その区分に属する学歴

免許等の資格を含む。）が掲げられている場

合におけるこの表の適用については、当該区

分に対応する修学年数欄の年数をその者の

有する学歴免許等の資格の属する区分に対

応する同欄の年数から減じた年数をもつて、

その者の有する学歴免許等の資格について

の当該級別資格基準表又は初任給基準表の
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とする。この場合において、その年数が正と

なるときはその年数は加える年数とし、その

年数が負となるときはその年数は減ずる年

数とする。  

学歴免許等欄の区分に対する調整年数とす

る。この場合において、その年数が正となる

ときはその年数は加える年数とし、その年数

が負となるときはその年数は減ずる年数と

する。  

4・5 （略）  4・5 （略）  

別表第 6（第 11 条関係）初任給基準表  別表第 6（第 11 条関係）初任給基準表  

 イ  高等学校等教育職給料表初任給基準表   イ  高等学校等教育職給料表初任給基準表  

 （略）   （略）  

備考  備考  

1 この表の適用を受ける職員に第 14 条第 1

項の規定を適用する場合における当該職員

の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄

の区分に属する学歴免許等の資格を取得し

た時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区

分についての修学年数調整表に定める修学

年数とその者の有する学歴免許等の資格の

属する区分についての同表に定める修学年

数との差の年数を減じた年数（その者の有す

る学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分

表の 1 の四に該当する場合にあつては、その

年数に 6 月を加えた年数又は本表の教諭・養

護教諭欄の短大卒欄の該当のうち、学歴免許

等資格区分表の 3 及び 4 に該当する場合にあ

つては、その年数から 1 年を減じた年数）と

する。  

1 この表の適用を受ける職員に第 14 条第 1

項の規定を適用する場合における当該職員

の経験年数は、別表第 2 のイの高等学校等教

育職給料表級別資格基準表の備考第 1 項の表

の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の

資格を取得した時以後の経験年数から、当該

基礎学歴の区分についての修学年数調整表

に定める修学年数とその者の有する学歴免

許等の資格の属する区分についての同表に

定める修学年数との差の年数を減じた年数

（その者の有する学歴免許等の資格が学歴

免許等資格区分表の 1 の四に該当する場合に

あつては、その年数に 6 月を加えた年数又は

本表の教諭・養護教諭欄の短大卒欄の該当の

うち、学歴免許等資格区分表の 3 及び 4 に該

当する場合にあつては、その年数から 1 年を

減じた年数）とする。  

 
基礎学歴  

調整年数    

 大学卒  短大卒  高校卒   

 高校 3 卒  4 年  2 年    

 高校 2 卒  5 年  3 年  1 年   

注  基礎学歴欄の学歴免許等の区分について

は、別表第 3 の学歴免許等資格区分表に定

めるところによる。  

 

2 （略）    2 （略）  

ロ 中学校・小学校教育職給料表初任給基準表  ロ 中学校、小学校教育職給料表初任給基準表  

 （略）   （略）  

ハ 学校栄養職員給料表初任給基準表  ハ 学校栄養職員給料表初任給基準表  

 （略）   （略）  

備考  備考  

学校栄養職員に第 14 条第 1 項の規定を適用す

る場合における当該職員の経験年数について

は、それぞれその免許を取得した時以後のもの

とする。ただし、県委員会が人事委員会と協議

して別段の定めをした場合は、その定めるとこ

ろによる。  

学校栄養職員に第 14 条第 1 項の規定を適用す

る場合における当該職員の経験年数について

は、別表第 2 ハの備考の規定を準用する。  

ニ 行政職給料表初任給基準表  ニ 行政職給料表初任給基準表  

 （略）   （略）  

備考  備考  

令和8年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外
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   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三

重 県 条 例 第 三 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 五 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   淺   尾   光   弘    

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   福   永   和   伸    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 五 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 （ 令 和 元 年            第 五 号 ） の 一 部 を 次 の  

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

三重県立水産高等学校の技術職員のうち、船

員法（昭和 22 年法律第 100 号）の適用を受ける

者については、その当該区分に対応する初任給

欄の号給は、それぞれ 4 号給上位の号給とし、

学歴区分が「中学卒」となる者の初任給の号給

は、1 級 5 号給とする。  

三重県立水産高等学校の技術職員のうち、船

員法の適用を受ける者については、その当該区

分に対応する初任給欄の号給は、それぞれ 4 号

給上位の号給とし、学歴区分が「中学卒」となる

者の初任給の号給は、 1 級 5 号給とする。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 （ 第 三 条 関 係 ）  別 表 （ 第 三 条 関 係 ）  

 職 種 学 歴 免 許 資 格 経 験 等  報 酬 の 額    職 種 学 歴 免 許 資 格 経 験 等  報 酬 の 額   

 非 常 勤

の 講 師  

医 師 及 び 歯 科 医 師  一 時 間 に つ き

五 、 一 三 〇 円  

  非 常 勤

の 講 師  

医 師 及 び 歯 科 医 師  一 時 間 に つ き

五 、 〇 二 〇 円  

 

 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 規

定 す る 大 学 及 び 高 等 専

門 学 校 に お け る 職 員 （ 医

師 及 び 歯 科 医 師 を 除

く 。 ）  

教 授 一 時 間 に つ き

五 、 一 三 〇 円  

  学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 規

定 す る 大 学 及 び 高 等 専

門 学 校 に お け る 職 員 （ 医

師 及 び 歯 科 医 師 を 除

く 。 ）  

教 授 一 時 間 に つ き

五 、 〇 二 〇 円  

 

准 教 授  一 時 間 に つ き

四 、 八 三 〇 円  

准 教 授  一 時 間 に つ き

四 、 七 二 〇 円  

講 師 一 時 間 に つ き

四 、 六 三 〇 円  

講 師 一 時 間 に つ き

四 、 五 二 〇 円  

 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法

律 第 百 四 十 七 号 。 以 下 「 免 許 法 」

と い う 。 ） に 規 定 す る 小 学 校 、 中

学 校 又 は 高 等 学 校 の 教 諭 免 許 状

を 有 し 、 採 用 時 に お い て 教 育 職 員

と し て の 経 験 年 数 を 十 年 以 上 有

す る も の  

一 時 間 に つ き

三 、 〇 九 〇 円  

  教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法

律 第 百 四 十 七 号 。 以 下 「 免 許 法 」

と い う 。 ） に 規 定 す る 小 学 校 、 中

学 校 又 は 高 等 学 校 の 教 諭 免 許 状

を 有 し 、 採 用 時 に お い て 教 育 職 員

と し て の 経 験 年 数 を 十 年 以 上 有

す る も の  

一 時 間 に つ き

二 、 九 八 〇 円  

 

 免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校

又 は 高 等 学 校 の 教 諭 免 許 状 を 有

し 、 採 用 時 に お い て 教 育 職 員 と し

て の 経 験 年 数 が 十 年 未 満 の も の  

一 時 間 に つ き

三 、 〇 二 〇 円  

  免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校

又 は 高 等 学 校 の 教 諭 免 許 状 を 有

し 、 採 用 時 に お い て 教 育 職 員 と し

て の 経 験 年 数 が 十 年 未 満 の も の  

一 時 間 に つ き

二 、 九 一 〇 円  

 

 免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校

又 は 高 等 学 校 の 助 教 諭 免 許 状 を

有 す る も の  

一 時 間 に つ き

二 、 八 二 〇 円  

  免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校

又 は 高 等 学 校 の 助 教 諭 免 許 状 を

有 す る も の  

一 時 間 に つ き

二 、 七 一 〇 円  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

備 考  備 考  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

令和8年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外
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附  則  
こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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 一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  
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